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本項では、第２章「都市構造の現況・課題」に関する現況調査の内容について整理しています。 

 

（１）住民基本台帳登録者数の状況 

総人口がほぼ横ばいで推移するなか一貫して増加する高齢者数 
世帯数の増加とともに転入超過傾向が継続 

◇直近５年間の住民基本台帳登録者数の動向を確認すると、人口は微増と微減を繰り返しつ
つほぼ横ばいで推移するなか、６５歳以上人口は一貫して増加しています。 

◇本市に転入される人口が転出する人口を上回る「転入超過」傾向が続いていることも本市
の大きな特徴であり、住宅都市として今もなお発展している状況が伺えます。 

 

 
 
 
 
 
  

1-１ 人口 

１．現況調査の詳細内容 

【住民基本台帳登録者数（直近５年間）】 

【住民基本台帳登録者数の増減（直近５年間）】 
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（２）将来人口推計 

２０３０年（令和１２年）をピークに人口減少に転じるものの減少率はゆるやか 
◇下のグラフについて、２０１８年（平成３０年）から２０２２年（令和４年）の実績値は住民基本

台帳、令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計値（２０２０年（令和２年）国勢
調査の人口に基づく推計）を表したグラフです。 

◇現在まで総人口がほぼ横ばいで推移していますが、ゆるやかに減少傾向に転ずる見込みで
す。しかし、全国的な減少見込みと比べて、その率が極めてゆるやか（令和２年～令和２２年
にかけて全国の減少率約１０．６％、太宰府市の減少率約０．５％）であることが本市の特徴
であると言えます。 

◇６５歳以上人口は一貫して増加する見込みであり、２０４５年（令和２７年）以降は３３％（３人
のうち１人が６５歳以上の高齢者）を超える見込みです。 
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【将来人口推計】 

出典：H30～R4 住民基本台帳,R7～R32 国立社会保障・人口問題研究所 

令和２年（２０２０年）⇒令和２２年（２０４０年）の減少率 

全国：約１０．６％  太宰府市：約０．５％ 
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（３）人口分布と人口密度 

高い人口密度を保つものの住宅団地等では低密度化が進行する見込み 
◇人口分布と人口密度については、下図のとおり１００ｍメッシュによる人口で確認するものと

し、現状値を２０２２年（令和４年）、将来推計値を概ね２０年後の２０４５年（令和２７年）とし
ます。 

◇住宅を主とする土地利用が形成されてきた本市は、各駅周辺を中心に高い人口集積が図ら
れており、将来的にも山間部を除く地域において、既成市街地の基準とされる４０人/ｈａ以
上の人口密度を保つ見込みです。 

◇しかし、一方では、昭和４０年代頃を中心に整備された住宅団地において低密度化が進行
する地域が存在しており、多くの住宅団地を有する本市ならではの課題であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人口密度 ２０２２年（令和４年）】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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  【人口密度 2045 年（令和２７年）】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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（４）高齢化率 

住宅団地を中心に高齢化が進行、人口減少の第三段階へ 
◇高齢化率については、下図のとおり１００ｍメッシュで確認するものとし、現状値を２０２２年

（令和４年）、将来推計値を概ね２０年後の２０４５年（令和２７年）とします。 

◇本格的な高齢化社会を迎えるなか、市の高齢化率２８．２％を大きく上回る高齢化の進行が
顕著な地域が存在しています。 

◇高齢者の数が伸び続けるなか、将来的に高齢者の数が減少するといった、いわゆる「人口
減少の第三段階※」に入ることが見込まれる地域も存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢化率 2022 年（令和４年）】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
 

※人口減少の第三段階 
 年少人口(0-14 歳)の減少が一層加速化し、老年人口(65 歳以上)も減少していく時期のこと 
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  【高齢化率 2045 年（令和２７年）】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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（１）土地利用の状況 

住宅を中心に歴史や文化・教育が調和した土地利用の形成 
◇本市の土地利用現況は、住宅用地や商業用地、公益施設用地等といった都市的土地利用

の割合と、山林等の自然的土地利用の割合が約半数ずつで構成されています。 

◇市街化区域では、都市的土地利用の割合が８割を超えています。なかでも住宅用地の占め
る割合が高くなっており、これまで福岡都市圏の住宅都市として発展してきた状況が伺えま
す。また、鉄道駅周辺や国道３号、主要地方道福岡筑紫野線等の幹線道路沿線には一定の
商業用地が形成されています。 

◇このような状況のなか、教育機関や神社・仏閣、史跡地等からなる公益施設用地（文教厚生
施設）の割合が高く、中でも史跡地の割合が市域の約１６％を占めており、住宅を中心に歴
史や文化・教育等の地域資源が調和した土地利用が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-２ 土地利用 

【土地利用現況】 

≪市全域≫ ≪市街化区域≫ 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
 

【面積比率】 
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（２）建物利用の状況 

戸建て住宅の良好な住宅地を中心とした市街地形成 
◇本市の建物利用状況は、前述の土地利用と同様に、主に住宅の利用が大部分を占め、市東

部の緑台、梅香苑、高雄、市西部の青葉台、ひまわり台、市北部の水城台や国分台、三条台
等といった戸建て住宅を中心とした良好な住宅団地が形成されています。 

◇商業系の建物は、鉄道駅周辺や国道３号、主要地方道福岡筑紫野線等の幹線道路沿線に
立地しています。 

◇工業系の建物は、主に太宰府ＩＣ周辺に立地し、一部の地域では、住宅と工場系の利用がさ
れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建物利用現況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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（３）空き家数の推移 

空き家の割合が減少傾向 
◇下のグラフについては、「住宅・土地統計調査」における市内の住宅戸数と空き家数※から

空き家率※を算出し、全国の推移と比較したものです。 

◇本市の空き家数については２００８年（平成２０年）から２０１３年（平成２５年）にかけて増加
傾向にありますが、２０１８年（平成３０年）にかけて減少傾向にあります。 

◇空き家率については、全国的に微増しているなか、本市は減少しており、全国の平均値を下
回っています。 

◇市内で把握している空き家数については、２０１６年度（平成２８年度）に実施した市内全域
の一戸建て木造住宅を対象とした実態調査で判明した７１２戸から令和４年度末時点で３７
９戸と年々減少しており、住宅・土地統計調査の傾向と一致することから、減少していること
が伺えます。 

◇上記の理由としては、住宅都市としての需要があり、流通が盛んに行われていること、本市で
行っている空き家の予防、管理、活用、流通を促進させる相談体制の整備などの空家等対
策の効果が考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※空き家数 
住宅・土地統計調査における建て方（一戸建、長屋建など）、構造（木造、非木造）の区別をせずに集計した空き家の総数 

 
※空き家率 

住宅戸数のうち上記注釈の空き家の割合 
 

出典：住宅・土地統計調査 
 

【空き家数及び空き家率の推移】 
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（１）鉄道の状況 

３路線・４つの鉄道駅を有する利用環境 
◇市内には西鉄天神大牟田線、西鉄太宰府線、JＲ鹿児島本線の３路線があり、西鉄太宰府

駅、西鉄五条駅、西鉄都府楼前駅及びＪＲ都府楼南駅の４駅を有しています。 

◇各駅の乗降人数については、市内では西鉄太宰府駅が最も多く、次いで西鉄都府楼前駅
が多い状況です。 

◇市域に近接する箇所にも鉄道駅が存在しており、市民が利用しています。その近接駅のＪＲ
水城駅では所在地の市民よりも太宰府市民の利用が多く、西鉄二日市駅及び西鉄下大利
駅では所在地の市民に次いで太宰府市民の利用が多い状況であり、利便性の高い公共交
通で結ばれたコンパクトシティを形成していくためには、隣接する自治体と相互に連携した
取組を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-３ 都市交通 

【鉄道の状況】 

【駅別乗降人数（２０２２年度（令和４年度）１日平均)】

出典：西日本鉄道(株) HP、九州旅客鉄道(株)HP 
 ※JR の各駅については「駅別乗車人員」を 2倍し、乗降人数として比較 
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（２）主要駅来訪者圏域（施設利用者居住地） 

広域的な集客がある太宰府駅 
◇下の表は、KDDI が提供する、KDDI Location Analyzer を利用し、２０２２年（令和４年）１

月１日～２０２２年（令和４年）１２月３１日までの間に各駅を来訪した人の居住地を集計した
ものです。（１日１カウントを上限として設定。） 

◇いずれの駅利用者の上位は太宰府市や隣接する自治体からの利用となっていますが、西鉄
太宰府駅は観光による集客が多いことから、その他市区町村からの利用者が圧倒的に多く
なっています。 

  
駅名 所在地 平日 休日 

西鉄太宰府駅 太宰府市 

第１位 太宰府市（26%） 
第２位 福岡市中央区（６%） 
第３位 筑紫野市（6%） 
第４位 福岡市南区（４%） 
第５位 福岡市博多区（3%） 
その他 （54%） 

第１位 太宰府市（16%） 
第２位 筑紫野市（5%） 
第３位 福岡市南区（4%） 
第４位 福岡市中央区（4%） 
第５位 福岡市博多区（3％） 
その他 （68%） 

西鉄五条駅 太宰府市 

第１位 太宰府市（57%） 
第２位 筑紫野市（10%） 
第３位 福岡市中央区（4%） 
第４位 春日市（4%） 
第５位 大野城市（3%） 
その他 （２３%） 

第１位 太宰府市（43%） 
第２位 筑紫野市（8%） 
第３位 大野城市（5%） 
第４位 福岡市博多区（4%） 
第５位 福岡市中央区（4%） 
その他 （36%） 

西鉄都府楼前駅 太宰府市 

第１位 太宰府市（４１%） 
第２位 筑紫野市（18%） 
第３位 福岡市南区（11%） 
第４位 大野城市（7%） 
第５位 福岡市博多区（4%） 
その他 （19%） 

第１位 太宰府市（41%） 
第２位 福岡市南区（14%） 
第３位 筑紫野市（12%） 
第４位 福岡市博多区（5%） 
第５位 大野城市（4%） 
その他 （23%） 

JＲ都府楼南駅 太宰府市 

第１位 太宰府市（32%） 
第２位 筑紫野市（28%） 
第３位 福岡市博多区（6%） 
第４位 春日市（4%） 
第５位 福岡市南区（4%） 
その他 （27%） 

第１位 筑紫野市（33%） 
第２位 太宰府市（28%） 
第３位 福岡市東区（5%） 
第４位 福岡市博多区（4%） 
第５位 春日市（4%） 
その他 （26%） 

西鉄二日市駅 筑紫野市 

第１位 筑紫野市（31%） 
第２位 太宰府市（24%） 
第３位 大野城市（5%） 
第４位 福岡市中央区（5%） 
第５位 小郡市（5%） 
その他 （29%） 

第１位 筑紫野市（25%） 
第２位 太宰府市（20%） 
第３位 大野城市（6%） 
第４位 福岡市中央区（6%） 
第５位 福岡市南区（5%） 
その他 （38%） 

西鉄下大利駅 大野城市 

第１位 大野城市（35%） 
第２位 太宰府市（16%） 
第３位 筑紫野市（11%） 
第４位 久留米市（6%） 
第５位 春日市（5%） 
その他 （27%） 

第１位 大野城市（39%） 
第２位 太宰府市（16%） 
第３位 筑紫野市（11%） 
第４位 福岡市南区（5%） 
第５位 久留米市（5%） 
その他 （24%） 

JＲ水城駅 大野城市 

第１位 太宰府市（31%） 
第２位 大野城市（19%） 
第３位 筑紫野市（15%） 
第４位 福岡市博多区（6%） 
第５位 鳥栖市（4%） 
その他 （25%） 

第１位 太宰府市（26%） 
第２位 大野城市（24%） 
第３位 筑紫野市（10%） 
第４位 福岡市博多区（8%） 
第５位 福岡市東区（3%） 
その他 （29%） 

 出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
データ提供：KDDI・技研商事インターナショナル「KDDI Location Analyzer」 

※au スマートフォンユーザーのうち個別同意を得たユーザーを対象に、個人を特定できない処理を行って集計しており

ます。 

【主要駅の来訪者圏域】 
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（３）バス路線の状況 

民間路線バスと市コミュニティバスにより充実するバス路線 
◇市内には路線バス９路線及び福岡市と連絡する太宰府ライナーバス旅人の計１０路線が運

行されています。また、それらを補完する形で市のコミュニティバスを１１路線（まほろば号８
路線、地域サポートカー３路線）が運行されています。 

◇市街化区域の９２.８％で運行されており、バスを利用しやすい環境が整っていると言えます。 

◇また、利便性が高いとされる１日片道３０本以上の路線（以下、「基幹的公共交通」という。）
を確認すると、国道３号を通る路線や、中心部から太宰府駅方面、水城方面を結ぶ路線にお
いて利便性が高くなっています。 

 

 

 

 

  

【バス路線の状況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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【バスの運行本数（平日）】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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 ２０２２年 
（令和４年）時点 

市内の 
圏内面積（ha） 1,705

市内の 
面積カバー率（％） 57.5

市街化区域内 
圏内面積（ha） 1,150

市街化区域内 
面積カバー率（％） 92.8

  ２０２２年 
（令和４年）時点 

２０４５年 
（令和２７年）時点 増減 

市内の 
圏内人口（人） 68,979 67,553 ‐1,426  

市内の 
人口カバー率（％） 96.3 95.6 ‐0.7  

市街化区域内 
圏内人口（人） 64,396 63,467 -929 

市街化区域内 
人口カバー率（％） 97.1 96.4 -0.7 

【鉄道とバス路線のカバー状況】 
≪駅（800m 圏域）+バス停（300m 圏域）+人口密度（2022 年）≫

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
 

【人口カバー率】 【面積カバー率】 
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資料編-１６ 

（４）基幹的公共交通の状況 

市街化区域の概ねの範囲で基幹的公共交通が利用しやすい環境 
◇鉄道駅及びバス停からの徒歩利用圏から算出するカバー率を確認すると、２０２２年（令和４

年）時点の市街化区域のカバー率は８３．１％と高くなっています。人口カバー率は、将来的
（２０４５年）にも高い値を保つ見込みであり、山間部を除く市街地については、公共交通サ
ービスの提供を下支えする一定の人口が集積されている状況が伺えます。 

◇一方、住宅団地周辺において、基幹的公共交通がカバーできていない箇所が存在します。 

 

 

  

 ２０２２年 
（令和４年）時点 

市内の 
圏内面積（ha） 1,308

市内の 
面積カバー率（％） 44.2

市街化区域内 
圏内面積（ha） 1,031

市街化区域内 
面積カバー率（％） 83.1

  ２０２２年 
（令和４年）時点 

２０４５年 
（令和２７年）時点 増減 

市内の 
圏内人口（人） 62,207 59,968 -2,239  

市内の 
人口カバー率（％） 86.9 84.9 -2.0  

市街化区域内 
圏内人口（人） 58,974 57,016 -1,958 

市街化区域内 
人口カバー率（％） 88.9 86.6 -2.3 

【基幹的公共交通のカバー状況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
 

【人口カバー率】 【面積カバー率】 
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資料編-１７ 

（５）交通分担 

自家用車での移動が最も多い状況 
◇２０２０年（令和２年）調査では、通勤・通学を目的とする交通分担率については、自家用車

の割合が４５．２％と約半数を占め、次いで鉄道・電車の割合が２５．９％を占めています。 

◇２０２０年（令和２年）と２０１０年（平成２２年）を比較すると、交通分担率の構成に変化は見
られませんが、自家用車の割合が増加している状況です。 

◇また、２０２２年度（令和４年度）市民意識調査における外出時の移動手段の割合についても、
同様に自家用車の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【交通分担率（通勤・通学）】 

出典：国勢調査 
 

【外出時の移動手段】 

出典：令和 4年度太宰府まちづくり市民意識調査 
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資料編-１８ 

（１）産業別に見た従業員数・売上高 

従業員数・売上高ともに「卸売業・小売業」が最も高い状況 
◇本市の産業別の従業員数を確認すると、「卸売業・小売業」が最も多く、次いで医療・福祉、

宿泊業・飲食サービス業が多い状況となっています。 

◇２０１２年（平成２４年）と２０１６年（平成２８年）の従業員数を比較すると、「医療・福祉」の従
業員数が大幅に増加しており、「卸売業・小売業」、「学術研究・専門・技術サービス」等の
従業員数も増加しています。 

◇産業別の売上高構成比を確認すると、従業員数と同様に「卸売業・小売業」が最も多く、次
いで「建設業」、「医療・福祉」が多い状況となっています。 

◇２０１６年（平成２８年）と２０１２年（平成２４年）の売上高構成比を比較すると、大きな変化は
見られませんが、「医療・福祉」、「生活関連サービス業・娯楽業」等の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1-４ 経済活動 

【産業大分類別の従業員数・売上高 ２０１２年（平成２４年）・２０１６年（平成２８年）】 
≪産業大分類別に見た従業員数（人）≫ 

≪産業大分類別に見た売上高（企業単位）構成比≫ 

出典： RESAS（地域経済分析システム）から抜粋 

※上記の総売上高は経理事項集計対象外企業については除外して集計 

総売上高 
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資料編-１９ 

（２）人口の流入・流出 

福岡市をはじめ隣接する自治体との活発な人口移動 
◇２０１５年（平成２７年）と２０２０年（令和２年）の１５歳以上の就業者・通学者の移動人口を

比較すると、大きな順位変動は見られないものの、流出・流入人口とも若干減少している状
況です。 

◇福岡市をはじめ隣接する自治体と行き来する人が多い状況から、本市が住宅都市として発
展してきた状況が伺え、今後も魅力ある居住環境を創出していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【１５歳以上の就業者・通学者の移動人口 ２０１５年（平成２７年）（人）】 

【１５歳以上の就業者・通学者の移動人口 ２０２０年（令和２年）（人）】 

出典：国勢調査 ※福岡県内における 500 人以上の移動のみ 
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資料編-２０ 

（３）観光客入り込み数・バス台数 

新型コロナ感染症の影響から回復の兆しを見せる観光客数 
◇本市の観光客入り込み数及び観光バス入り込み台数については、２０１７年度（平成２９年

度）頃までは増加傾向にありましたが、以降２０２０年度（令和２年度）までは新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響を受け急激に減少し、ピーク時の約８割減まで落ち込みました。 

◇しかし、近年、新型コロナウイルス感染が収束に向かうなか、観光客が戻りつつある状況が
伺えます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【観光客入り込み数・観光バス入り込み台数の推移】 
≪観光客入り込み数（万人）≫ 

≪観光バス入り込み数（台）≫ 

出典：太宰府市観光案内所調べ 
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資料編-２１ 

（１）歳入・歳出の状況 

比較的安定した行政運営を維持 
◇２０２２年度（令和４年度）と２０１２年度（平成２４年度）を比較すると、歳入・歳出とも増加し、

実質収支額も増加しており、比較的安定した行政運営が行われています。 

◇歳入の内訳について、２０２２年度（令和４年度）と２０１２年度（平成２４年度）を比較すると、
主要な部分を示す市税や地方交付税が増加し、市債額が減少していることから、安定した
行政運営が行われています。 

◇歳出の内訳について、２０２２年度（令和４年度）と２０１２年度（平成２４年度）を比較すると、
全国的な傾向と同様に、少子高齢化を背景とした民生費の増加が顕著となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-５ 財政 

【歳入・歳出の状況】 

≪歳入・歳出（２０２２年度（令和４年度）・２０１２年度（平成２４年度））≫ 
（単位：千円） 

出典：平成 24 年度、令和 4年度決算の概要 

≪歳入・歳出（２０２２年度（令和４年度）決算）≫ （単位：百万円） 

出典：令和 4年度決算の概要 
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資料編-２２ 

 

  

≪歳入決算の推移（２０２２年度（令和４年度）・２０１２年度（平成２４年度））≫ 

≪歳入内訳（２０２２年度（令和４年度）・２０１２年度（平成２４年度））≫ 
（単位：千円） 

出典：平成 24 年度、令和 4年度決算の概要 

（千円） 
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資料編-２３ 

 

  

≪歳出決算の推移（２０２２年度（令和４年度）・２０１２年度（平成２４年度））≫ 

出典：平成 24 年度、令和 4年度決算の概要 

（単位：千円） 
≪歳出内訳（2022 年度（令和４年度）・２０１２年度（平成２４年度））≫ 

（千円） 
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資料編-２４ 

（２）医療費の状況 

高齢化の進行とともに増加し続けてきた医療費、近年は高止まりの傾向 
◇高齢化の進行とともに医療費が増加し続けるなか、２０２０年度（令和２年度）は新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響で一時的に減少に転じますが、２０２１年度（令和３年度）及び２０２
２年度（令和４年度）は感染症拡大前より増加しています。 

◇これらの主な要因としては、コロナ禍での受診控え等で一時的に減少したものの、その後収
束に向かうなかで反動が生じたものと考えられます。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療費の推移】 

出典：令和 5年 11 月号広報だざいふ「令和 4年度国民健康保険事業特別会計決算」 
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資料編-２５ 

（３）介護費の状況 

高齢化の進行とともに増加し続ける介護費 
◇高齢化の進行とともに、要介護・要支援認定者数が増加しており、それに伴い介護保険給付

費が年々増加している状況です。 

◇今後さらなる高齢者の増加が見込まれていることから、これらの費用は増加し続けることが
予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護保険給付費の推移】 

出典：令和 5年 11 月号広報だざいふ「令和 4年度介護保険事業特別会計決算」 

（百万円） 

【第１号被保険者数認定者数・認定率の推移】 
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資料編-２６ 

（１）地価の状況 

住宅地・商業地の地価が増加 
◇本市における住宅地及び商業地の地価公示価格を確認すると、２０１４年（平成２６年）以降

一貫して増加している状況であり、固定資産税の増加が見込めます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1-６ 地価 

【地価公示・調査地点と価格】 

【地価の動向】 【２０２３年（令和５年）時点の地点別評価】 
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

住宅地平均 商業地平均

（％） 地点 (円/㎡) 地点 (円/㎡) 

1 61,800 9 136,000 

2 84,500 10 31,500 

3 84,000 11 86,500 

4 115,000 12 63,800 

5 120,000 13 84,000 

6 72,000 14 35,000 

7 69,800 a 309,000 

8 61,000 b 138,000 

 出典：R5 国土数値情報 
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資料編-２７ 

（１）土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

山間部を中心に土砂災害が想定される区域の存在 
◇山間部を中心に土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定されており、土砂災

害のおそれがある地域が存在しています。 

◇土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域が指定されている箇所には、住宅が立地し
ている地域も存在していることから、ソフト・ハード両面からの防災・減災対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-７ 災害 

【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況】

出典：福岡県オープンデータ 
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資料編-２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【土砂災害の発生履歴】 

発生日 発生場所 

２００３年（平成１５年）７月１８日～１９日 
（太宰府市１５．７．１９ 豪雨災害） 

がけ･法面崩壊１７１箇所 
土砂･土石１１０箇所 

２００9 年（平成２１年）７月１９日～２６日 
（中国・九州北部豪雨災害） 

がけ･法面崩壊５６箇所 
土砂･土石２１箇所 

２０１０年（平成２２年）７月１４日 
（梅雨前線による大雨） 法面や擁壁の崩壊･崩落の被害 

2012 年（平成２４年）７月１１日～１４日 
（梅雨前線による大雨） 

住宅地の擁壁が崩落 

２０１８年（平成３０年）７月５日～７月７日 
（平成３０年７月豪雨） 

小規模土石流により全壊１棟 
がけ崩れ２７箇所 

２０２１年（令和３年）８月１１日～８月１８日 
（令和３年８月大雨） 土砂崩れ４箇所、法面崩壊４箇所 

 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
 

出典：太宰府市国土強靭化地域計画 
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資料編-２９ 

（２）浸水想定区域 

御笠川・鷺田川沿いを中心に浸水が想定される区域の存在 
◇浸水想定区域については、計画規模（325mm/24h、１００年に一度クラス）と想定最大規

模（966mm/24h、１，０００年に一度クラス）により浸水が想定されています。 

◇計画規模では、御笠川沿いの一部で０．５ｍ～3.0ｍ未満の浸水が想定されています。 

◇想定最大規模では、上記の水城周辺の御笠川沿いで、垂直避難が困難とされる 3.0ｍ以上
の浸水が想定され、さらには鷺田川沿いを含めた広い範囲で０．５ｍ～3.0ｍ未満の浸水が
想定されています。 

 

 

  

【洪水浸水想定区域（計画規模）】 

出典：国土数値情報、福岡県オープンデータ 
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資料編-３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国土数値情報、福岡県オープンデータ 

【洪水浸水想定区域（想定最大規模）】 
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資料編-３１ 

（３）災害時の避難場所等の状況 

災害の種別に応じた避難場所が市内各所に設置 
◇避難場所については、地震や風水害の災害種別に応じて、市内各所に設置されています。 

◇また、避難場所などでの生活が困難な高齢者や障がい者など、特別な配慮を必要とする方
が利用する福祉避難所が６箇所設置されています。 

 

  

【災害時の避難場所等】 

出典：市提供データ、市 HP 
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資料編-３２ 

 

 

◇都市機能の整理にあたっては、国土交通省「立地適正化計画の手引き」が示す、「各拠点に必

要な施設」を参考に、下表の都市機能を有する対象施設の分布状況を整理します。 

 

 

都市機能 対象施設 

行政機能 市役所／住民窓口（にしのまどぐち・男女共同参画推進センタールミナス・いきい

き情報センター・太宰府市商工会館・太宰府市上下水道事業センター） 

介護福祉機能 総合福祉センター（社会福祉協議会）／地域包括支援センター・サブセンター／

老人福祉センター／通所リハビリテーション／訪問リハビリテーション／ 

訪問介護・看護／通所介護／小規模多機能型居宅介護／障がい者施設 

子育て機能 子育て支援センター（こども家庭センター)／保育所／幼稚園／ 

病児・病後児保育施設 

商業機能 大規模集客施設（商業）／スーパーマーケット／コンビニエンスストア／ 

ドラッグストア 

医療機能 一般病院（内科・外科・小児科）／一般診療所（内科・外科・小児科） 

金融機能 銀行等／農業協同組合／郵便局 

教育機能 大学・短期大学／小学校／中学校／教育支援センター／ 

高等学校（専修学校含む）／特別支援学校 

文化・交流機能 図書館／美術館・博物館・公文書館／コミュニティセンター／中央公民館／ 

共同利用施設／地区公民館／スポーツ施設／地域活性化複合施設／ 

生涯学習施設 

 

 

 

 

 

 

 

1-８ 都市機能 

【対象とする都市機能の一覧】 
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資料編-３３ 

（１）行政機能 

地域単位での行政機能の設置 
◇西鉄五条駅の北部に中枢的な機能を有する市役所が立地しています。 

◇西鉄五条駅周辺には男女共同参画推進センタールミナス、いきいき情報センター内の保健
センターが立地し、行政窓口機能を担っています。また、西部にはにしのまどぐち、北部には
上下水道事業センターが立地し、行政窓口機能を担っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政機能の状況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査、市 HP 
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（２）介護福祉機能 

本格的な高齢化社会に備えた介護福祉機能の設置 
◇本市には、高齢者の暮らしを総合的にサポートする地域包括支援センターが西鉄五条駅の

南部に、サブセンターが通古賀に立地しています。 

◇その他、老人福祉センターや訪問・通所等の介護施設については、特に西鉄五条駅及び西
鉄都府楼前駅周辺等において多く集積している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護福祉機能の状況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査、市 HP 



資料編 

資料編-３５ 

（３）子育て機能 

利用しやすい環境が整う子育て機能 
◇子育て機能については、市域内に分散して立地しており、利用しやすい環境が整っていると

言えます。 

◇一方で、北部の郊外地において、施設の立地が見られない地域が存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て機能の状況】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査、市 HP 
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（４）商業機能 

駅周辺や幹線道路沿線を中心に商業機能が集積 
◇商業機能については、駅周辺や幹線道路沿線を中心に集積されており、筑紫野市や大野城

市の立地状況も相まって、市内人口及び市街化区域人口の９割以上が商業機能からの徒
歩利用圏に含まれる状況であり、利用しやすい環境が整っていると言えます。 

◇一方、北部の郊外地において、商業機能から徒歩で利用することが困難な地域が存在して
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２０２２年（令和４年）時点 ２０４５年（令和２７年）時点 増減 

市内の圏内人口（人） 67,115 67,041 -74 

市内の人口カバー率（％） 93.7 94.9 1.2 

市街化区域内圏内人口（人） 63,138 6３，265 127 

市街化区域内人口カバー率（％） 95.2 96.1 0.9 

【商業機能＋人口密度（２０２２年（令和４年））】 

【人口カバー率】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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（５）医療機能 

利用しやすい環境が整う医療機能 
◇医療機能については、市域内に分散して立地しているとともに、筑紫野市や大野城市の立地

状況も相まって、市内人口及び市街化区域人口の８割以上が医療機能からの徒歩利用圏
に含まれる状況であり、利用しやすい環境が整っていると言えます。 

◇一方、市東部や北部の郊外地において、医療機能から徒歩で利用することが困難な地域が
存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ２０２２年（令和４年）時点 ２０４５年（令和２７年）時点 増減 

市内の圏内人口（人） 60,340 60,895 555 

市内の人口カバー率（％） 84.3 86.2 1.9 

市街化区域内圏内人口（人） 56,932 57,672 740 

市街化区域内人口カバー率（％） 85.8 87.6 1.8 

【医療機能＋人口密度（２０２２年（令和４年））】 

【人口カバー率】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 
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（６）金融機能 

駅周辺や幹線道路沿線を中心に金融機能が集積 
◇金融機能については、駅周辺や幹線道路沿線を中心に集積されており、筑紫野市や大野城

市の集積も相まって、市内人口及び市街化区域人口の９割以上が金融機能からの徒歩利
用圏に含まれる状況であり、利用しやすい環境が整っていると言えます。 

◇一方、北部の郊外地において、金融機能から徒歩で利用することが困難な地域が存在して
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ２０２２年（令和４年）時点 ２０４５年（令和２７年）時点 増減 

市内の圏内人口（人） 65,216 64,963 -253 

市内の人口カバー率（％） 91.1 92.0 0.9 

市街化区域内圏内人口（人） 61,515 61,510 -5 

市街化区域内人口カバー率（％） 92.7 93.4 0.7 

【金融機能＋人口密度（２０２２年（令和４年））】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査 

【人口カバー率】 
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（７）教育機能 

文教都市として高等教育機能が充実 
◇本市の人口分布や地理的状況等に応じて、小学校が８校（私立１校含む）、中学校が５校

（私立１校含む）立地しています。 

◇小学校の児童数はほぼ横ばいで推移していますが、中学校の生徒数は増加傾向にあります。 

◇また、市内には高等学校（専修学校含む）が５校、大学・短期大学が５校と高等教育機能が
多く立地しており、多くの若者が集まる文教都市となっています。 

◇本市では、市内の大学・短大・高校の連携による様々な活動が運営されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教育機能の状況】 

出典：市 HP 

【児童数・生徒数の推移】 
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出典：令和 5年度太宰府市教育要覧 

（％） 
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（８）文化・交流機能 

市民の健康増進やコミュニティ形成等に資する文化・交流機能の充実 
◇文化・交流機能については、市内に分散して立地しており、市内人口及び市街化区域人口

の全てが文化・交流機能からの徒歩利用圏に含まれる状況であり、利用しやすい環境が整
っていると言えます。 

◇市民の健康増進を支えるスポーツやレクリエーション施設、市民の活動や交流、コミュニティ
形成を支える公民館等の立地が充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２０２２年（令和４年）時点 ２０４５年（令和２７年）時点 増減 

市内の圏内人口（人） 71,613 70,649 -964 

市内の人口カバー率（％） 100.0 100.0 0 

市街化区域内圏内人口（人） 66,327 65,826 -501 

市街化区域内人口カバー率（％） 100.0 100.0 0 

【文化・交流機能＋人口密度（２０２２年（令和４年））】 

【人口カバー率】 

出典：令和 4年度都市計画基礎調査、市 HP 
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（９）都市機能の集積状況 

鉄道駅周辺を中心に高い集積状況 
◇前述の都市機能の立地状況及び鉄道駅及びバス停留所の分布状況を踏まえ、都市機能の

集積状況を点数化し、利便性の高い地域の抽出を行ったところ、西鉄五条駅や西鉄太宰府
駅をはじめ、西鉄都府楼前駅の鉄道駅周辺を中心に集積状況が高い状況です。 

◇その他、水城や高雄、大佐野周辺においても高い数値を示しており、北部の山間部を除く市
街化区域の広い範囲で利便性が高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的公共交通 「鉄道駅」の８００ｍ圏域、「３０本/日以上の運行本数のバス停留所」の３００ｍ圏域 １点 

行政機能 「市役所」「住民窓口」の８００ｍ圏域 １点 

介護福祉機能 
「総合福祉センター（社会福祉協議会）」「地域包括支援センター・サブセンター」「老人福祉センター」「通
所リハビリテーション」「訪問リハビリテーション」「訪問介護・看護」「通所介護」「小規模多機能型居宅介
護」「障がい者施設」の１，０００ｍ圏域 

１点 

子育て機能 「子育て支援センター（こども家庭センター）」「保育所」「幼稚園」「病児・病後児保育施設」の８００ｍ圏域 １点 

商業機能 「大規模集客施設（商業）」「スーパーマーケット」「コンビニエンスストア」「ドラッグストア」の８００ｍ圏域 １点 

医療機能 「一般病院（内科・外科・小児科）」「一般診療所（内科・外科・小児科）」の８００ｍ圏域 １点 

金融機能 「銀行等」「農業協同組合」「郵便局」の８００ｍ圏域 １点 

教育機能 「小学校」「中学校」「教育支援センター」の８００ｍ圏域 １点 

文化・交流機能 「図書館」「美術館・博物館・公文書館」「コミュニティセンター」「中央公民館」「共同利用施設」「地区公民
館」「スポーツ施設」「地域活性化複合施設」「生涯学習施設」の８００ｍ圏域 １点 

【都市機能の集積状況】 

※本図は、100ｍメッシュ単位で都市機能の集積状況を示したもの。 

※点数が高いほど多くの都市機能が立地し、利便性が高い箇所であることを示す。 
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（１）道路網の配置状況 

広域的な骨格軸を有する道路網 
◇市内の道路網は、南北方向に九州自動車道及び国道３号、主要地方道筑紫野古賀線、同

福岡日田線の幹線道路が通っており、広域的な骨格軸を担っていますが、主要道路が交差
する場所に踏切が近接するなど、踏切がボトルネックとなり交通渋滞が発生している箇所が
存在します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

出典：令和 4年度都市計画基礎調査+市公表資料 

1-９ 都市施設 

【道路網の配置状況】 

出典：令和 4年度第 1回都市計画審議会資料を基に作成 



資料編 

資料編-４３ 

 ２０２２年 
（令和４年）時点 

市内の 
圏内面積（ha） 1,531

市内の 
面積カバー率（％） 51.7

市街化区域内 
圏内面積（ha） １，０６１

市街化区域内 
面積カバー率（％） 85.7

 

（２）都市公園の配置状況 

生活に身近な範囲に配置される都市公園 
◇都市公園については、市内に分散して配置しており、市街化区域人口の９割以上が都市公

園からの徒歩利用圏に含まれる状況であり、生活に身近な範囲に配置され、利用しやすい
環境が整っていると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ２０２２年 
（令和４年）時点 

２０４５年 
（令和２７年）時点 増減 

市内の 
圏内人口（人） 65,845 65,259 -586 

市内の 
人口カバー率（％） 91.9 92.4 0.5 

市街化区域内 
圏内人口（人） 62,165 61,809 -356 

市街化区域内 
カバー率（％） 93.7 93.9 0.2 

【都市公園の配置状況】 

【人口カバー率】 【面積カバー率】 

出典：市提供資料 
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本項では、第４章「誘導施設・誘導区域」で示した都市機能誘導区域について、拠点ごとに示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１ 西鉄二日市駅周辺都市機能誘導区域 

２．各拠点における都市機能誘導区域 
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２-２ 西鉄五条駅周辺都市機能誘導区域 
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２-３ 西鉄都府楼前駅周辺都市機能誘導区域 
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２-４ 西鉄太宰府駅周辺都市機能誘導区域 
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２-５ 大佐野東バス停周辺都市機能誘導区域 
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２-６ 高雄バス停周辺都市機能誘導区域 
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２-７ 水城の里郵便局バス停周辺都市機能誘導区域 
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本項では、第６章「防災指針」に関する災害リスク分析の内容について整理しています。 

（１）急傾斜地崩壊危険区域×建物分布 

急傾斜地崩壊危険区域について、坂本に住宅が４棟、連歌屋に住宅が７棟の合計１１棟となっ

ており、いずれも市街化区域ではありますが、居住誘導区域外に立地しています。 

  

３-１ 土砂災害 

３．防災指針に係る災害リスク分析の詳細内容 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ、市提供資料 
 

【急傾斜地崩壊危険区域と建物分布の重ね図】 
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（２）土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域×建物分布 

都市計画区域外の山間部や市街化区域の山沿いを中心に土砂災害特別警戒区域及び土砂

災害警戒区域に立地する建物が多くあり、市内に立地する建物の合計２５，０８１棟のうち、約

1.7％の４１５棟（うち住宅系用途を含む建物は７２．２％）が土砂災害特別警戒区域に立地すると

ともに、約１４．３％の３，５８０棟が土砂災害警戒区域に立地しています。土砂災害特別警戒区域は

居住誘導区域内には存在しませんが、土砂災害警戒区域に立地する３，５８０棟のうち、２，８１９棟

が居住誘導区域内に立地しています。 

  
【土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域と建物分布の重ね図】 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 
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（１）洪水浸水深（想定最大規模）×建物階数（浸水深０．５ｍ以上の１階建物） 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、洪水浸水深が

0.5ｍ以上の区域に立地している１階建物は、御笠川両岸を中心に立地しています。市内に立地す

る１階建物４，６９６棟のうち、約５．４％の２５２棟が浸水するおそれがあり、居住誘導区域内に多く

の建物が立地しています。一方、市街化調整区域では一部の建物が該当するものの、都市計画区

域外に該当する建物は立地していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-２ 洪水 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 
 

【洪水浸水深（想定最大規模）と建物階数（１階）の重ね図】 
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（２）洪水浸水深（想定最大規模）×建物階数（浸水深３．０ｍ以上の１～２階建物） 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、洪水浸水深が

3.0ｍ以上の区域に立地している１階～２階建物の多くが御笠川両岸に立地しており、２階建ての

建物でも垂直避難が困難となるおそれがあります。市内に立地する１～２階建物１７，５９９棟のうち、

約０．３％の４６棟が浸水するおそれがあり、いずれの建物も居住誘導区域内に立地しています。 

 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 

【洪水浸水深（想定最大規模）と建物階数（1～2 階）の重ね図】 
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（３）洪水浸水想定区域（想定最大規模）×避難所（風水害で利用できる施設） 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、0.5ｍ以上の浸

水が想定される区域に立地する避難所は、「介護老人保健施設同朋」、「ケアハウス同朋」、「大佐

野公民館」、「芝原公民館」の４施設あり、いずれの施設も居住誘導区域内に立地しています。なお、

これらの施設の周囲には、徒歩で避難可能な避難所が立地しています。 

  
【洪水浸水深（想定最大規模）と避難所の重ね図】 

出典：福岡県オープンデータ、市提供資料 
 

大佐野公民館 芝原公民館 

介護老人保健施設同朋 

ケアハウス同朋 
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（4）洪水浸水想定区域（想定最大規模）× 
要配慮施設（浸水深０．３ｍ以上の区域に立地） 

自動車の走行や災害時要援護者の避難等が困難となり、機能が低下するといわれる浸水深

0.3ｍ以上に立地している要配慮施設は、御笠川と鷲田川付近に立地しています。立地する施設は

通所介護施設が１施設、通所リハビリステーションが１施設、保育所が２施設、病児保育機能を有

する一般診療所（小児科）が１施設となっており、いずれの施設も居住誘導区域内に立地していま

す。 

  【洪水浸水深（想定最大規模）と要配慮施設の重ね図】 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 

【参考】浸水深と医療施設の機能低下との関係（出典：水害の被害指標分析の手引（平成２５年試行版）） 

 ◆0.3ｍ：自動車（救急車）の走行困難、災害時要援護者の避難が困難な水位 

 ◆0.5ｍ：徒歩による移動困難、床上浸水 

 ◆0.7ｍ：コンセントに浸水し停電（医療用電子機器等の使用困難） 
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（５）洪水浸水想定区域（想定最大規模）（浸水深０．３-０．６ｍ未満）×道路網 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、洪水浸水想定

0.3ｍ以上０．６ｍ未満の区域にかかる主な道路は、「国道３号福岡南バイパス側道」、主要地方道

では「筑紫野古賀線」、一般県道では「福岡日田線」、市道では「五条・太宰府駅前線」の一部と

なっており、路線の多くが居住誘導区域内に含まれています。一方、市街化調整区域では一部の

路線が該当するものの、都市計画区域外に該当する路線はありません。 

国土交通省が示す「水害の被害指標分析の手引」によると、浸水深０．３ｍ以上で自治体のバス

の運行停止基準、乗用車の排気管やトランスミッション等が浸水、自動車（緊急車両、パトロール

車）が走行困難とされています。 

  

福岡日田線 

福岡日田線 

国道３号 
福岡南バイパス側道 

筑紫野古賀線 

五条・太宰府駅前線 

【洪水浸水深（想定最大規模）（浸水深０．３-０．６m 未満）と道路網の重ね図】 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 
 

【参考】浸水深と自動車通行との関係（出典：水害の被害指標分析の手引（平成２５年試行版）） 

 ◆0.3ｍ：自治体のバスの運行停止基準、乗用車の排気管やトランスミッション等が浸水 

         自動車（緊急車両、パトロール車）が走行困難 
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（６）洪水浸水想定区域（想定最大規模）（浸水深０．６ｍ以上のもの）×道路網 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、洪水浸水想定

0.6ｍ以上の区域にかかる主な道路は、「国道３号福岡南バイパス側道」、主要地方道では「筑紫

野古賀線」、県道では「福岡日田線」、市道では「正尻・川久保線」、「関屋・正尻線」、「五条・太宰

府駅前線」となっており、路線の多くが居住誘導区域内に含まれています。一方、市街化調整区域

では一部の路線が該当するものの、都市計画区域外に該当する路線はありません。 

国土交通省が示す「水害の被害指標分析の手引」によると、浸水深０．６ｍ以上でＪＡＦの実験で

セダン、ＳＵＶともに走行不可とされています。 

  

国道３号 
福岡南バイパス側道 

正尻・川久保線 

筑紫野古賀線 

五条・太宰府駅前線 

福岡日田線 

関屋・正尻線 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 

【洪水浸水想定区域（想定最大規模）（浸水深０．６ｍ以上）と道路網の重ね図】 

【参考】浸水深と自動車通行との関係（出典：水害の被害指標分析の手引（平成２５年試行版）） 

 ◆0.6ｍ：JAF の実験でセダン、SUV ともに走行不可 
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（７）洪水浸水想定区域（想定最大規模）（浸水深０．２ｍ以上）×道路網 
×アンダーパス 

国土交通省が示す「水害の被害指標分析の手引」によると、浸水深０．２ｍ以上で道路管理者

によるアンダーパス等の通行止め基準とされています。 

御笠川及び大佐野川、鷺田川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、通行できないア

ンダーパスは、「成屋形地下道」、「川原地下道」、「紺町地下道」、「鍛冶久地下道」、「八反田地

下道」の５箇所です。 

 

  【洪水浸水深（想定最大規模）（浸水深０．２ｍ以上）と道路網、アンダーパスの重ね図】 

成屋形地下道 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 

【参考】浸水深と自動車通行との関係（出典：水害の被害指標分析の手引（平成 25 年試行版）） 

 ◆0.2ｍ：道路管理者によるアンダーパス等の通行止め基準 

鍛冶久地下道 

川原地下道 

紺町地下道 

八反田地下道 
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（８）浸水継続時間×住宅 

国土交通省が示す「水害の被害指標分析の手引」によると、長期の孤立に伴う飲料水や食料

等の不足による健康障害の発生、生命の危機が生じるおそれがあるとされている浸水継続時間は

７２時間（３日間）以上とされています。本市には当該エリアは存在しません。 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、国土数値情報 
 

≪洪水浸水継続時間と住宅の重ね図≫ 

【浸水継続時間と住宅の重ね図】 
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（９）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）×建物分布 

御笠川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合の河岸侵食により、建物の倒壊・流出な

どの危険性がある家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）には５７６棟の建物が立地しており、その

うち居住誘導区域内には５６３棟が立地しています。一方、市街化調整区域では一部の建物が該

当するものの、都市計画区域外に該当する建物は立地していません。 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 

【家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と建物分布の重ね図】 
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（1０）家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）×木造建物 

御笠川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合の河川堤防の決壊または洪水氾濫流に

より、木造家屋の倒壊のおそれがある家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）には２棟立地しており、

いずれの建物も居住誘導区域内に立地しています。 

  

【家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)と木造建物の重ね図】 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ 
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（1１）家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）× 
避難所（風水害で利用できる施設） 

御笠川の想定最大規模降雨での洪水が発生した場合、河岸侵食による建物の倒壊が懸念さ

れる区域に立地する避難所は、「プラム・カルコア太宰府」、「連歌屋公民館」、「男女共同参画推

進センタールミナス」、「体育センター」、「とびうめアリーナ」の５施設あります。「プラム・カルコア太

宰府」、「連歌屋公民館」、「男女共同参画推進センタールミナス」、「体育センター」は居住誘導区

域内に、「とびうめアリーナ」は市街化調整区域に立地しています。なお、これらの施設の周囲には、

徒歩で避難可能な避難所が立地しています。一方、都市計画区域外に該当する施設は立地してい

ません。 

  【家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と避難所の重ね図】 

連歌屋公民館 

男女共同参画推進センタールミナス 

体育センター 

プラム・カルコア太宰府 

とびうめアリーナ 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、福岡県オープンデータ、市提供資料 
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（１）地震による揺れやすさ 

福岡県西方沖地震の震源により南東部の福岡市（博多湾）から筑紫野市付近にかけての部分

とし、破壊開始を北西下部、震源断層の長さを２７ｋｍ、震源断層の幅を１５ｋｍ（上端の深さ２ｋｍ、

下端の長さ１７ｋｍ）、地震の規模マグニチュード７．２の地震をモデルとする揺れやすさ（震度をメッ

シュ毎に図示）については、下図のとおりです。西鉄五条駅や西鉄都府楼前駅、ＪＲ都府楼南駅周

辺、大佐野、高雄、御笠等において、震度６強の地震が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【地震による揺れやすさ】 

出典：福岡県地震に関する防災アセスメント調査データ 

 

３-３ 地震 
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本項では、平成２９年度年から令和７年度までの策定経緯を示します。 

 

実施時期 
主な協議・検討内容等 

（立地適正化計画に関する事項を抜粋） 

平成２９年度 第１回 平成３０年２月２０日 １.太宰府市の都市計画とコンパクトシティ 

平成３０年度 第１回 平成３０年９月５日 

１.都市構造の特徴 
２.本市の課題 
３.まちづくりの方針 
４.目指すべき都市の骨格構造と施策、誘導方針 

平成３０年度 第２回 平成３１年１月３０日 
１.まちづくりの目標 
２.都市づくりの課題 
３.都市づくりの方針 

平成３０年度 第３回 平成３１年３月２５日 １.居住誘導区域 

令和元年度 第１回 令和２年３月２３日 １.都市機能誘導区域 
２.拠点の配置 

令和２年度 第１回 令和２年６月２４日 １.居住誘導区域 
２.都市機能誘導区域及び誘導施設 

令和２年度及び令和３年度はコロナ禍による影響を鑑み、策定に向けた議論を休止 

令和４年度 第１回 令和５年１月２４日 １.立地適正化計画の作成に向けた本市の検討
状況 

令和５年度 第１回 令和５年１１月２２日 

１.関連する計画や他部局の関係施策等の整理 
２.都市の位置づけの把握及び都市が抱える課題

の分析 
３.立地の適正化に関する基本的な方針 
４.居住誘導区域 
５.都市機能誘導区域・誘導施設 

令和６年度 第１回 令和６年５月２０日 １.誘導施策 
２.防災指針 

令和６年度 第２回 令和６年１１月２０日 １.定量的な目標値等 
２.計画素案 

令和７年度 第１回 令和７年８月１９日 １.パブリック・コメント実施報告 
２.計画案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の策定経緯 
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本項では、本計画を作成しようとするときに都市再生特別措置法第８１条第２２項に基づき、意見

を聴いた「太宰府市都市計画審議会」の委員名簿及び条例を示します。 

【太宰府市都市計画審議会委員名簿】   ※令和７年８月時点 

選出区分 氏  名 役 職 所    属 

識見を有する者 

青山 博秋  （公社）福岡県宅地建物取引業協会 筑紫支部 

近藤 富美  公益社団法人福岡県建築士会 

坂井 猛 職務代理者 九州大学 キャンパス計画室 教授・副室長 

髙尾 忠志 会長 （一社）地域力創造デザインセンター 代表理事 

市議会議員 
笠利 毅  

太宰府市議会 
木村 彰人  

関係行政機関 

西 亮  福岡県 建築都市部 都市計画課長 

山村 祐也  福岡県警察 筑紫野警察署 交通課長 

鶴川 和宜  筑紫野市 建設部 都市計画課長 

市民 

中嶋 幸博  太宰府市自治協議会（向佐野区自治会長） 

佐田 浩  太宰府市農業委員会会長 

宮原 清太  太宰府市商工会理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．太宰府市都市計画審議会について 
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【太宰府市都市計画審議会条例】 
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資料編-６９ 
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用語集 
か行 

関係人口 
移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ 

多様な形で関わり、地域の課題の解決に資する人などのこと。 

 

交通分担率 
ある交通手段（徒歩や自転車、自動車、バス等）のトリップ数(人が目的をもって移動する単位)の

全交通手段のトリップ数に占める割合。 

 

交流人口 
外部からある地域に何らかの目的で訪れる人口（＝ビジター）のこと。 

 

高齢化率 
人口に対する６５歳以上の高齢者の割合。 

 

国勢調査 
各種行政施策等の基礎資料を得ることを目的に、我が国の人口及び世帯等の実態を把握するた 

めの統計調査で、５年ごとに行われる。 

 

コミュニティバス 
交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、運行する交通機関。 

一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バスや乗合タクシー、市町村自らが自

家用有償旅客運送者の登録を受けて行う市町村運営有償運送等がある。 

 

コワーキングスペース 
複数の企業や個人が設備を共有しながら仕事を行う場所。自社の他事業所（支店・営業所、自社 

専用のサテライトオフィス等）は含まない。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 
人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市において、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・ 

商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクト

なまちづくりを進めること。 

 

さ行 

サテライトオフィス 
企業の本社・本拠地から離れた場所に設置する小規模なオフィス。地方に拠点を設けることで、地 

方における新たなビジネスのスタートや事業拡大が期待されている。 

 

シェアオフィス 
専用個室スペースの利用ではなく、共有型のオープンスペースをデスク単位で使い放題のサブス 

クリプションサービス。自宅以外でワークスペースの確保を実現。 
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市街化区域 
都市計画区域の中に定められる区域で、市街地として積極的に開発･整備する区域であり、既に 

市街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

 

市街化調整区域 
都市計画区域の中に定められる区域で、市街化を抑制すべき区域。区域内では、原則として農林 

漁業用の建物や、一定の条件を満たすものを除き、開発行為は許可されない。 

 

た行 

DID 区域 
人口集中地区を示す「Densely Inhabited District」の略語であり、国勢調査において設定され 

る人口密度が１ha 当たり４０人以上、人口５，０００人以上の地域で、実質的な都市地域を示す。 

 
低未利用土地 

住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域に 

おける同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣ってい

ると認められる土地。 

 

デマンド交通 
予約する利用者に応じて運行する時刻や経路が変わる交通形式のことで、予約がある場合のみ 

運行がなされる。縮小する公共交通機関の代替手段として、全国各地で導入が進む輸送サービス。 

 

都市機能（施設） 
都市の居住環境の向上等のための機能を備えた施設であり、商業や市民のコミュニティ形成、交 

流、生涯学習、居場所、文化芸術、健康医療福祉、子育て、行政サービス等の拠点となる施設。 

 

都市計画区域 
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域として都 

市計画法第５条に基づき県知事が指定する区域であり、区域内は都市計画法その他の法令の適用

を受ける。 

そのうち、区域区分がある都市計画とは、市街化区域および市街化調整区域の区分が定められた 

都市計画区域である。一般に、線引き都市計画区域ともいう。 

 

都市計画法 
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の増進に寄与する事を目 

的として昭和４４年に制定された、都市地域における土地利用と都市整備に関する各種制度の基本

となる法律。 

都市計画区域の指定などの都市計画の内容、その決定手続き、各種の規制等について定める。 
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都市再生特別措置法 
近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能 

の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、社

会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的

とした法律。 

 

都市施設 
都市に必要な交通施設、供給施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設など。必要なものを、 

都市計画の一つとして、都市計画法第１１条に基づき、位置などを定める。 

 

は行 

パークアンドライド 
交通渋滞の緩和のため、自動車を鉄道駅等の公共交通機関の駐車場に停車させ、公共交通機関 

に乗り換えて目的地に行く方法。 

 
バリアフリー 

障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すること。 

 

福岡都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン） 
都市計画区域毎に、その都市計画の基本的方針を示すもので、都市計画法第６条の２に基づい 

て県が定める。内容として、①圏域の現状と課題、②都市計画の目標、③区域区分の決定の有無及

び区域区分を定める際の方針、④主要な都市計画の決定等の方針を含む。 

 

ま行 

MaaS 
Mobility as a Service の略語で、鉄道、バス、タクシー、シェアサイクル等の様々な移動手段を最 

適に組み合わせ、検索・予約・決済を一括で提供するサービス。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン 
障がいによりもたらされる障壁（バリア）に対処するという考え方である「バリアフリー」に対し、「ユ

ニバーサルデザイン」はあらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種などにかかわらず多様な人々

が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインするという考え方のこと。 

 

用途地域 
都市計画区域内で定められる地域の一つ。建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどの形態に 

制限を加えることにより、生活環境の向上と商工業の利便の増進を図るもので、それぞれの地域の特

性に応じて１３種類の地域のうちから設定される。 
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ら行 

リノベーション 
中古住宅に対して、機能・価値の再生のための改修、その家での暮らし全体に対処した、包括的な 

改修を行うこと。 

 

わ行 
ワーケーション 

Work（仕事）と Vacation（休暇）を組み合わせた造語。テレワーク等を活用し、普段の職場や自

宅とは異なる場所で仕事をしつつ、自分の時間も過ごすこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


